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　松原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定
について

　財産取得について（救急自動車等）

　町の区域の変更について

　令和７年度松原市下水道事業会計補正予算（第１号）専決処分の
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　令和７年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）専決
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　令和７年度松原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

　松原市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正
する条例制定について

令和７年松原市議会第２回定例会付議事件

　令和６年度松原市一般会計補正予算（第９号）専決処分の承認を
求めることについて

　令和６年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）専決
処分の承認を求めることについて

　松原市市税条例の一部を改正する条例（令和７年条例第１７号）
専決処分の承認を求めることについて

　松原市都市計画税条例の一部を改正する条例（令和７年条例第
１８号）専決処分の承認を求めることについて



報告第２号 

 

 

令和６年度松原市一般会計補正予算（第９号）専決処分の承認を求 

めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月１７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

 

令 和 ６ 年 度 
 

 

 

松原市一般会計補正予算 
 

 

 

（第９号） 
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専決第 ２ 号 

 

令和６年度松原市一般会計補正予算（第９号） 

 

令和６年度松原市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２９２，６８３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

５５，５５２，８３１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の補正は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 専決 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

５

１.

歳

地 方 交 付 税 ９，０７６

　

，０００ １，１８３，

出

９１５ １０，２５９，

　

９１５

予

14. 国 庫

　

支 出 金 １４，６０７，

算

１９８ ２８３，３１１

　

１４，８９０，５０９

補

１. 国

１ 　

庫 負 担 金 １１，５２１

正

，０１９ △２，１４１

歳

１１，５１８，８７８

　

２. 国

　

庫 補 助 金 ３，０５２，

入

９８０ ２８５，４５２ ３，３３８，４３２

15. 府 支 出 金 ４，４７７，３７２ ２，７

 

１０ ４，４８０，０８２

１. 府 負 担 金 ３，５０９，５０５ ２，７１０ ３，

款

５１２，２１５

項

1

補

6. 財 産 収 入 １７８，

　

８７９ １５，０１０ １

正

９３，８８９

　

１. 財 産 運 用 収

表

前

入 １７６，００３ ５，

　

１０８ １８１，１１１

の

２. 財

　

産 売 払 収 入 ２，８７６

額

９，９０２ １２，７７

補

８

　

17. 寄 附 金 ４

 

３３，１６３ ５６，７

正

８７ ４８９，９５０

　

１. 寄 附

　

 

金 ４３３，１６３ ５６

額

，７８７ ４８９，９５

計

０

千

19. 諸 収 入 １

円

，２４０，０９６ △３

千

０３，８５０ ９３６，

円

２４６

千

５. 雑 入 １，１８６，

円

１０６ △３０３，８５０ ８８２，２５６

　

20. 市 債 ２，３８０，０００ ５４，８００ ２，４３４，８００

１. 市 債

1

２，３８０，０００ ５

0

４，８００ ２，４３４

.

，８００

地

歳 　 　 入 　 　 合 　 　

方

計 ５４，２６０，１４

歳

交

８ １，２９２，６８３

付

５５，５５２，８３１

税 ９，０７６，０

　

００ １，１８３，９１

入

５ １０，２５９，９１
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歳　

０００，９３６ ４，６９６，４９０

款

３.

項

民 生 費 ２９，９２４，

補

２５５ ２７６，４８５

　

３０，２００，７４０

正

１. 社

　

会 福 祉 費 １１，５６２

前

，１２５ １９，４８７

　

１１，５８１，６１２

　

の

２. 児

　

童 福 祉 費 １０，０３７

額

，４４１ １２５，４９

補

６ １０，１６２，９３

　

７

５.

 

国 民 健 康 保 険 費 １，４

正

６７，０６０ １３１，

　

５０２ １，５９８，５

 

６２

額

４. 衛 生 費 ３

出

計

，５２８，３１９ ２，

千

１４７ ３，５３０，４

円

６６

１

千

. 保 健 衛 生 費 １，５８

円

７，８５５ ２，１４７

千

１，５９０，００２

円

５. 産 業 経 済 費 ８６７，４７３ ２１５ ８６７，６８８

２. 商 工 費 ７８２，８４２ ２１５ ７８３，０５７

２

６. 土 木

.

費 ３，２６４，５６７

総

１２，８５１ ３，２７

務

７，４１８

費

３. 都 市 計 画 費 ７

５

１３，９５１ １２，８

，

５１ ７２６，８０２

５６

８. 教 育 費 ５，０８

１

１，８６０ ４９ ５，０

，

８１，９０９

７

１. 教 育 総 務 費

３

６１４，１９７ ４９ ６

５

１４，２４６

１

歳 　 　 出 　 　 合

，

　 　 計 ５４，２６０，

０

１４８ １，２９２，６

０

８３ ５５，５５２，８

０

３１

，９３６ ６，５６２，６７１

１. 総 務 管 理 費 ３，６９５，５５４ １，
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金 額

千円

６． 土 木 費 ３． 都 市 計 画 費 若 林 小 川 線 新 設 事 業 ６２，５００

第 ２ 表  　繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事 業 名
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限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 千円

年10％
以　内

（但し、利率見直し方式
で借入れる政府資金、地
方公共団体金融機構資
金、ゆうちょ銀行資金及
びかんぽ生命保険資金に
ついて利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

都 市 計 画 整 備
事 業

135,600 同上 同上 同上 同上 180,900 同　左 同　左 同　左 同　左

義 務 教 育 施 設
整 備 事 業

497,400 同上 同上 同上 同上 506,400 同　左 同　左 同　左 同　左

第 ３ 表　　地 方 債 補 正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

庁 舎 整 備 事 業 16,300

政  府

銀  行

その他

普通貸借

又は

証券発行

25年以内（内据置５年以内）
年賦又は半年賦の元金均等又
は元利均等償還とする。ただ
し財政の状況により償還年限
を短縮し、繰上償還をし、又
は借換えることができる。

16,800 同　左 同　左 同　左 同　左
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令 和 ６ 年 度 

 

 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 

 

 

（ 第 ９ 号 ） 
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出

譲 与 税 １９７，０００

補

１９７，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 １３，０００ １３

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 １

項

０８，０００ １０８，

別

０００

明

５. 株 式 等 譲 渡 所 得 割

細

交 付 金 １０１，０００

書

１０１，０００

１

６. 法 人 事 業

.

税 交 付 金 ３０１，００

　

０ ３０１，０００

総

７. 地 方 消

　

費 税 交 付 金 ２，７２４

 

，０００ ２，７２４，

 

０００

 

８. 環 境 性 能 割 交 付 金

括

５０，０００ ５０，０

　

００

９

 

. 地 方 特 例 交 付 金 ５８

(

０，０００ ５８０，０

 

００

1

歳

0. 地 方 交 付 税 ９，０

　

７６，０００ １，１８

 

３，９１５ １０，２５

 

９，９１５

 

11. 交 通 安 全 対

入

策 特 別 交 付 金 １３，５

 

００ １３，５００

)

12. 分 担

款

金 及 び 負 担 金 ２４１，

補

５７４ ２４１，５７４

正

13.

前

使 用 料 及 び 手 数 料 ５２

の

４，８８０ ５２４，８

額

８０

1

補

4. 国 庫 支 出 金 １４，

正

６０７，１９８ ２８３

額

，３１１ １４，８９０

計

，５０９

15. 府 支 出 金 ４，４７７，３７２ ２，７１０ ４，４８０，０８２

16. 財 産 収 入 １７８，８７９ １５，０１０ １９３，８８９

千

17. 寄 附 金 ４３

円

３，１６３ ５６，７８

千

７ ４８９，９５０

円

18. 繰 入

千

金 １，３３６，１１５

円

１，３３６，１１５

１. 市 税 １

歳

４，７６６，４４７ １

入

４，７６６，４４７

歳

２. 地 方
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前

21. 繰 越 金 ９

の

１０，９２４ ９１０，

額

９２４

補

歳　　入　　合　　計

正

５４，２６０，１４８

額

１，２９２，６８３ ５

計

５，５５２，８３１

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 １，２４０，０９６ △３０３，８５０ ９３６，２４６

20.

款

市 債 ２，３８０，００

補

０ ５４，８００ ２，４

正

３４，８００
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

343,855 343

(

,855

 

２.総 務 費 5

歳

,561,735 1,

　

000,936 6,5

 

62,671 500 4

 

,624 995,81

 

2

出

３.民 生 費 29,9

 

24,255 276,

)

485 30,200,

補

740 569 114 2

　

75,802

　

４.衛 生

正

費 3,528,319

　

2,147 3,530

　

,466 106 2,0

額

41

　

５.産 業 経 済 費 8

　

67,473 215 8

の

67,688 202,

　

377 215 △202

　

,377

財

６.土 木 費 3

　

,264,567 12

　

,851 3,277,

源

418 45,300 7

　

87 △33,236

　

７

内

.消 防 費 1,801,

　

244 1,801,2

　

44 9,949 △9,

訳

949

款

８.教 育 費 5,

補

081,860 49 5

 

,081,909 73

正

,126 9,000 4

 

9 △82,126

前

９.

 

公 債 費 3,836,8

の

40 3,836,84

 

0

額

10.予 備 費 50,

補

000 50,000

　　

歳　　出　　合　　計

正

54,260,148

　

1,292,683 5

　

5,552,831 2

額

86,021 54,8

計

00 5,895 945

特

,967

　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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１.地 方 交 付 税

２

9,076,000 1

.

,183,915 10

　

,259,915

歳

１.地 方 交 付 税 1,

　

183,915 普通交

　

付税 1,059,65

入

0

特別交付税 124,265

(款) 10. 地方交付税

計 9,076,000 1,183,915 10,259,915

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 10. 地方交付税

(項) １. 地方交付税
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費 11,150,796 △2,141 11,148,655 ４.国 民 健 康 △2,141 保険者支援分 △2,067

国 庫 負 担 金 保 険 費 未就学児均等割保険料分 △111

負 担 金 産前産後保険料分 37

目

計 11,521,

補

019 △2,141 1

正

1,518,878

前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) １. 国庫負担金

１.民 生
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費 2,040,317 275,503 2,315,820 ２.総 務 管 理 費 275,503 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

国 庫 補 助 金 補 助 金

６.消 防 費 9,949 9,949 １.消 防 費 9,949 新

目

しい地方経済・生活環

補

境創生交付金（地域防

正

災緊急整備型）

前

国 庫 補 助 金

の

補 助 金

(款)

額

 14. 国庫支出金

補　

計 3,052,9

正

80 285,452 3

　

,338,432

額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金

１.総 務
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,346,396 2,710 3,349,106 ４.国 民 健 康 2,710 保険基盤安定 3,779

府 負 担 金 保 険 費 保険者支援分 △1,033

負 担 金 未就学児均等割保険料分 △55

産前産後保険料

目

分 19

補

計 3,50

正

9,505 2,710

前

3,512,215

の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 15. 府支出金

(項) １. 府負担金

１.民 生 費 3
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及 び 208 5,108 5,316 １.利 子 及 び 5,108 財政調整基金運用収入 3,944

配 当 金 配 当 金 いきいき松原基金運用収入 67

阪神高速道路大和川線沿道施設維持管理基金運用収入 65

目

減債基金運用収入 33

補

1

正

公共施設整備事業基

前

金運用収入 181

の

商業

額

活性化事業等基金運用

補

収入 215

　

子ども未来

正

基金運用収入 114

　

松

額

原がんばる市民応援基

計

金運用収入 36

節

奨学基

説

金運用収入 49

　

新型コ

　

ロナウイルス感染症等

　

対策推進基金運用収入

　

106

(款) 1

　

6. 財産収入

　

計

　

176,003 5,1

　

08 181,111

　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 16. 財産収入

(項) １. 財産運用収入

２.利 子

-15-



産 9,902 9,902 １.土 地 建 物 9,902 元法定外公共物処分金

売 払 収 入 売 払 収 入

計 2,876 9,902 12,778

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 16. 財産収入

(項) ２. 財産売払収入

２.不 動

-16-



,300 56,000 173,300 １.企 業 版 56,000

ふるさと納税 ふるさと納税

寄 附 金 寄 附 金

４.バラいっぱい 787 787 １.バラいっぱい 787

寄 附 金

目

寄 附 金

(款) 

補

17. 寄附金

正

計

前

433,163 56,

の

787 489,950

額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 17. 寄附金

(項) １. 寄附金

３.企 業 版 117

-17-



,089 △303,850 882,239 １.雑 入 △303,850 雑入

計 1,186,106 △303,850 882,256

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 1,186

-18-



0 500 16,800 １.庁 舎 整 備 500 庁舎空調機更新事業

事 業 債

４.土 木 債 515,400 45,300 560,700 ３.都市計画整備 45,300 三宅地区土地区画整理事業

事

目

業 債

補

６.教 育 債 570,

正

900 9,000 57

前

9,900 １

の

.義 務 教 育 9,000

額

各小学校空調機設置

補

事業 400

　

施 設 整 備 各

正

中学校屋内運動場床改

　

修事業 8,600

額

事 業

計

債

(款) 20.

節

 市債

説

計 2,38

　

0,000 54,80

　

0 2,434,800

　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 20. 市債

(項) １. 市債

１.総 務 債 16,30

-19-



区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

６.財産管理費 309,495 309,495 500 △500 　 　 庁舎空調機更新事業

３

７.企 画 費

.

606,233 62,

　

065 668,298

歳

36 62,029 24

　

. 積 立 金 62,065

　

その他特定目的 松原が

出

んばる市民応援基金費

(款

基金積立金 5,

)

755

 

松原市ま

２

ち・ひと・しごと創

. 

生基金費 56,3

総

10

務

９.諸 費

費

84,060 65 84

(

,125 65 24. 積

項

立 金 65 その他特定目

)

的 阪神高速道路大和川

 

線沿道施

１

基金積

.

立金 設維持管理基金費

 

65

総

13.文

務

化振興費 184,83

管

5 6,364 191,

理

199 6,364 24

費

. 積 立 金 6,364 そ

補

の他特定目的 文化振興

　

基金費 6,364

正　

基金積立金

額　

15.財政調整 469

の

,000 660,86

　

4 1,129,864

財

3,944 656,9

　

20 24. 積 立 金 66

源

0,864 財政調整基

　

金積 財政調整基金費 6

内

60,864

　

基

訳

金 費 立金

節

16

説

.公共施設 9,605

　

107,769 117

　

,374 181 107

　

,588 24. 積 立 金

　

107,769 その他

　

特定目的 公共施設整備

　

事業基金費

　

整 備

明

費 基金積立金 107,

目

769

補

17.

正

減債基金費 163,7

前

42 163,742 3

の

31 163,411 2

額

4. 積 立 金 163,7

補

42 減債基金積立金 減

 

債基金費 163,74

正

2

 

18.いき

額

いき 67 67 67 24

計

. 積 立 金 67 その他特

特

定目的 いきいき松原基

　

金費 67

　

松原基

定

金費 基金積立金

　　

計 3,

財

695,554 1,0

　

00,936 4,69

　

6,490 500 4,

源

624 995,812

一般財源

-20-



１.社 会 福 祉 1,607,970 19,487 1,627,457 19,48

(

7 24. 積 立 金 19,

款

487 その他特定目的

)

地域福祉基金費 19,

 

487

３

総 務 費 基

.

金積立金

 民

計 11,56

生

2,125 19,48

費

7 11,581,61

(

2 19,487

項) １. 社会福祉費

(款) ３. 民生費 (項) １. 社会福祉費
-21-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

児 童 福 祉 532,51

款

9 125,496 65

)

8,015 114 12

 

5,382 24. 積 立

３

金 125,496 その

.

他特定目的 子ども未来

 

基金費 125,496

民生

総 務 費 基金積立

費

金

(項

計 10,037,4

)

41 125,496 1

 

0,162,937 1

２

14 125,382

. 児童福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-22-



１.国 民 健 康 1,467,060 131,502 1,598,562

(

569 130,933

款

27. 繰 出 金 131,

)

502 他会計繰出金 国

 

民健康保険特別会計繰

３

出金

.

保 険 費 13

 

1,502

民生

計 1,46

費

7,060 131,5

(

02 1,598,56

項

2 569 130,93

)

3

 ５. 国民健康保険費

(款) ３. 民生費 (項) ５. 国民健康保険費
-23-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.

(

予 防 費 941,800

款

2,147 943,9

)

47 106 2,041

 

24. 積 立 金 2,14

４

7 その他特定目的 新型

.

コロナウイルス感染症

 

等

衛

基金積立金 対

生

策推進基金費 2,14

費

7

(項

計 1,587,85

)

5 2,147 1,59

 

0,002 106 2,

１

041

. 保健衛生費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-24-



２.商工振興費 689,171 215 689,386 202,377 215 △

(

202,377 24.

款

積 立 金 215 その他特

)

定目的 商業活性化事業

 

等基金費 215

５.

基金積立金 松原市物価

 

高騰対策等緊急支

産業

援事業

経済

計 782,8

費

42 215 783,0

(

57 202,377 2

項

15 △202,377

) ２. 商工費

(款) ５. 産業経済費 (項) ２. 商工費
-25-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

都 市 計 画 422,87

款

6 422,876 45

)

,300 △45,30

 

0 　 　 三宅地区土地区

６

画整理事業

.

総 務

 

費

土

３.公 園 費

木

203,430 12,

費

851 216,281

(

787 12,064 2

項

4. 積 立 金 12,85

)

1 その他特定目的 緑化

 

基金費 12,851

３.

基金積立金

 都

計 71

市

3,951 12,85

計

1 726,802 45

画

,300 787 △33

費

,236

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-26-



４.災害対策費 151,646 151,646 9,949 △9,949 　 　 防災設備整

(

備事業

款)

計 1,801,

 

244 1,801,2

７

44 9,949 △9,

.

949

 消防費

(項) １. 消防費

(款) ７. 消防費 (項) １. 消防費
-27-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.

(

事 務 局 費 303,13

款

6 49 303,185

)

49 24. 積 立 金 49

 

その他特定目的 奨学基

８

金費 49

.

基金積

 

立金

教育

計 614,197

費

49 614,246 4

(

9

項) １. 教育総務費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-28-



１.学校管理費 481,066 481,066 400 △400 　 　 各小学校空調機

(

設置事業

款)

計 885,1

 

85 885,185 4

８

00 △400

. 教育費

(項) ２. 小学校費

(款) ８. 教育費 (項) ２. 小学校費
-29-



源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

３.学

(

校建設費 312,58

款

1 312,581 8,

)

600 △8,600 　

 

　 各中学校屋内運動場

８

床改修事

.

業

 教

計 5

育

59,142 559,

費

142 8,600 △8

(

,600

項) ３. 中学校費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　

-30-



３.学校給食費 883,185 883,185 73,126 △73,126 　

(

　 学校給食業務事業

款)

計

 

1,334,087 1

８

,334,087 73

.

,126 △73,12

 

6

教育費

(項) ６. 保健体育費

(款) ８. 教育費 (項) ６. 保健体育費
-31-



令 和 ６年 度中

補 正 前 の 額 補 正 額 元金償還見込額

17,650,434
千円

17,770,269
千円

2,225,000
千円

54,800
千円

1,565,042
千円

18,485,027
千円

教 育 4,584,873 4,292,406 522,400 9,000 409,010 4,414,796

市 庁 舎 319,917 310,531 16,300 500 23,644 303,687

都 市 計 画 3,038,813 3,453,570 231,200 45,300 337,972 3,392,098

37,152,839 35,383,358 2,380,000 54,800 3,630,478 34,187,680

（４）

区 分

令 和 ６ 年 度 中 増 減 見 込 額 令和６年度末

現在高見込額
令和４年度末現在高 令和５年度末現在高 令和６年度中起債見込額

１． 普　　　　 通　　　　 債

（１）

（10）

合 計

地方債の令和４年度末及び令和５年度末における現在高
並びに令和６年度末における現在高の見込みに関する調書

-32-



報告第３号 

 

 

令和６年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）専決処 

分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月１７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 
 

 
松 原 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

 

 

                     (第  ３  号) 
 

 

 

－1－



 

 

専決第 ３ 号 

 

 

令和６年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
 

 

令和６年度松原市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。   

 

 

        令 和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 専 決 

 

 

 

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文 

－2－



第 　

１. 他 会 計 繰 入 金

歳

１，４６７，０６０ １

　

３１，５０２ １，５９

出

８，５６２

　

５. 諸

予

収 入 １，０１３，７７

　

２ △１３１，５０２ ８

算

８２，２７０

　

３. 雑 入 １，０

補

１２，９６２ △１３１

１ 　

，５０２ ８８１，４６

正

０

歳 　

歳

　 入 　 　 合 　 　 計 １４

　

，９４５，３８８ １４

　

，９４５，３８８

入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

４. 繰 入 金

歳

１，４６７，０６０ １

　

３１，５０２ １，５９

入

８，５６２

－3－



 

 

                      令 和 ６ 年 度 
 

 
松原市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書 

 

 

（第 ３ 号） 
 

 

－4－



出

. 一 部 負 担 金 １０ １０

補

３. 府

正

支 出 金 ９，９４１，３

予

９６ ９，９４１，３９

算

６

４.

事

繰 入 金 １，４６７，０

項

６０ １３１，５０２ １

別

，５９８，５６２

明

５. 諸 収 入

細

１，０１３，７７２ △

書

１３１，５０２ ８８２

１

，２７０

.

歳　　入　　合　　

　

計 １４，９４５，３８

総

８ １４，９４５，３８

　

８

   括

　 ( 歳　   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 国 民 健

歳

康 保 険 料 ２，５２３，

入

１５０ ２，５２３，１

歳

５０

２

－5－



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

262,820 262

(

,820

 

２.保 険 給 付

歳

費 9,784,936

　

9,784,936

 

国

 

民 健 康 保 険
３. 3,8

 

21,660 3,82

出

1,660
事 業 費 納 付

 

金

)

４.保 健 事 業 費 10

補

5,617 105,6

　

17

　

５.公 債 費 3,0

正

00 3,000

　

６.諸

　

支 出 金 937,355

額

937,355

　

７.予

　

備 費 30,000 30

の

,000

　

歳　　出　

　

　合　　計 14,94

財

5,388 14,94

　

5,388

　源　　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

－6－



１.一 般 会 計 1,4

２

67,060 131,

.

502 1,598,5

　

62 １.一 般 会

歳

計 131,502

　

繰 入 金

　

繰 入 金

(款) 

入

４. 繰入金

計 1,467,060 131,502 1,598,562

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ４. 繰入金

(項) １. 他会計繰入金

－7－



2 △131,502 855,560 １.雑 入 △131,502

計 1,012,962 △131,502 881,460

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ５. 諸収入

(項) ３. 雑入

３.雑 入 987,06

－8－



報告第４号 

 

 

松原市市税条例の一部を改正する条例（令和７年条例第１７号）専 

決処分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月１７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



専決第４号 
 
 

松原市市税条例の一部を改正する条例制定について 
 
 
 松原市市税条例（平成２１年条例第３６号）の一部を改正する条例制定を地方 
 
自治法第１７９条第１項の規定により専決する。 
 
 
 
 

令和７年３月３１日専決 
 
 

松原市長  澤  井  宏  文 
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松原市条例第１７号 

 

松原市市税条例の一部を改正する条例 

 

 松原市市税条例（平成２１年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条中「は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。

以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数

の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載 

された書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務

所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状 

態に置く措置をとることによってする」に改める。 

第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施

行規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

 第３４条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」

に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」を「、法

第３１４条の２第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別

控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の

３の２第１項第３号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計

所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」

を加え、同条第１０項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

第３６条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加え

る。 

第３６条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親族（退職

手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５０，０００円以下で

あるものに限る。）」を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」

を加える。 

第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

第８２条第１号イ中「ニ」を「ハ及びホ」に改め、同号ロ中「又は」を「（ハ

に掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「又は」

を「（ハに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの

次に次のように加える。 

ハ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が   

４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第８９条第２項第２号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め、   

同項第５号中「定格出力」の次に「（第８２条第１号ハに掲げる原動機付自転車

にあっては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

第９０条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を提示」
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を「又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免

許情報をいう。次項において同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード

（同法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項

において同じ。）を提示」に改め、同項第５号中「の番号、交付年月日及び」を

「又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下この

号において「免許情報記録」という。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証

又は免許情報記録の」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、

第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該

免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要

な措置を受けなければならない。 

第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改

める。 

第１４９条第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附則第１０条の２第２３項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第  

３６項」に改め、同条第２４項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第

３７項」に改め、同条第２５項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第

４０項」に改め、同条第２６項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第

４１項」に改める。 

附則第１０条の３中第１５項を第１６項とし、第１４項を第１５項とし、第  

１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る

区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合におい

ても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第  

１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第 

１５条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号

に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の

９の３第１項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定に

かかわらず、同条第１項の規定を適用することができる。 

附則第１６条の２の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売渡し又は 

同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が

行われた加熱式たばこ（第９２条第１号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第  

９３条の２の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条にお

いて同じ。）に係る第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定

にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める  

方法により換算した紙巻たばこ（第９２条第１号イに掲げる紙巻たばこをいう。

以下この項及び次項において同じ。）の本数によるものとする。 
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（１） 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）

を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので

巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを

施行規則附則第８条の４の２に規定するところにより直接加熱すること

によって喫煙の用に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量 

（フィルターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに 

係る部分の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の

０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、  

当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未満である場合

にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算

する方法 

（２） 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の  

０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該

加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合

にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの

２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受

けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量

を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱

式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量

を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻

たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に 

０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばこ

とみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同号ただし

書の規定は、適用しない。 

（１） 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

（２） 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造

たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式

たばこ（同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であ

って当該加熱式たばこのみの品目のもの 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第３４条の２、第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２第１

項第３号及び第３６条の３の３第１項の改正規定並びに附則第３条の規
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定 令和８年１月１日 

（２） 附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第６条の規定  

令和８年４月１日 

（３） 第１８条及び第１８条の３の改正規定並びに次条の規定 地方税法等

の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲

げる規定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の松原市市税条例（以下「新条例」という。）第

１８条の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達につ

いて適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令和８

年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２

第１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定

親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１

項第３号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額

が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とある

のは、「特定親族特別控除額」とする。 

３ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の

施行の日（以下「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第   

３６条の２第１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第３６条の

３の２第１項及び第３項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に

支払を受けるべきこの条例による改正前の松原市市税条例（以下「旧条例」と

いう。）第３６条の２第１項ただし書に規定する給与について提出した旧条例

第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書については、なお従前

の例による。 

４ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべ

き所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第

１項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公

的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書

については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の

固定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 
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（軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前

に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条の２の２

第１項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ

税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、松原市市税条例第９２条

の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式

たばこに係る同条例第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新

条例附則第１６条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数

の合計数によるものとする。 

（１） 松原市市税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新

条例附則第１６条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号に

おいて同じ。）の本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

（２） 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数

に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その

端数を切り捨てるものとする。 



報告第５号 

 

 

松原市都市計画税条例の一部を改正する条例（令和７年条例第１８ 

号）専決処分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月１７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



専決第５号 
 
 

松原市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について 
 
 
 松原市都市計画税条例（平成２１年条例第３８号）の一部を改正する条例制定 
 
を地方自治法第１７９条第１項の規定により専決する。 
 
 
 
 

令和７年３月３１日専決 
 
 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

 

松原市条例第１８号 

 

松原市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 松原市都市計画税条例（平成２１年条例第３８号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条

第３６項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条

第３７項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条

第４１項」に改める。 

附則第７項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附則第１９項中「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第 

４５項」を「第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項」

に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松原市都市計画税条例の規定は、令和７年度以後の

年度分の都市計画税について適用し、令和６年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 



報告第６号 

 

 

令和７年度松原市下水道事業会計補正予算（第１号）専決処分の承 

認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月１７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



（ 第　　１　　号 ）

令和７年度　松原市下水道事業会計補正予算

- 1 -



（ 頁 ）

（予算に関する説明書）

（予算参考資料）

１１

７

松原市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）令和７年度

･････････････････････････････････････････････

１３松原市下水道事業会計補正予算（第１号）説明書

令和７年度松原市下水道事業会計補正予算（第１号）

令和７年度会計書類に関する注記

令和７年度

･･･････････････････････････････････････令和７年度

･････････････････････････････････････････････････松原市下水道事業会計予定貸借対照表

･････････････････････････････････････････････････････････

目　　　　　　　次

３

４

５

令和７年度

（予算）

松原市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画 ･･･････････････････････････････････

･･････････････････････････
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専決第６号

第２条　令和７年度松原市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、

第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「１，５９５，１００千円」を「１，５９５，１８０千円」に、

当年度分損益勘定留保資金「１，３３８，６９２千円」を「１，３３８，７７２千円」に改める。

千円 14,880 千円 2,561,280 千円

千円 7,400 千円 1,942,200 千円

千円 7,480 千円 220,780 千円

千円 14,960 千円 4,156,460 千円

千円 14,960 千円 1,103,561 千円

第３条　予算第６条に定めた起債の限度額「１，９３４，８００千円」を「１，９４２，２００千円」に改める。

国 庫 補 助 金 213,300

（ 計 ）

第１款　資 本 的 収 入

（ 補 正 予 定 額 ）　（科　　目）

企 業 債

（資本的収入及び支出）

令和 ７ 年 ５ 月 ９ 日　専決

2,546,400

松 原 市 長　　　澤　井　宏　文

支　　　　　　　出

第１款　資 本 的 支 出 4,141,500

第１項 建 設 改 良 費 1,088,601

（企業債）

令和７年度　松 原 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （第１号）

収 入

（ 既 決 予 定 額 ）

（総則）

第１条　令和７年度松原市下水道事業会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。

1,934,800第１項

第３項
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収　　 　入

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 備 考

１．資 本 的 収 入 2,546,400 14,880 2,561,280

１．企 業 債 1,934,800 7,400 1,942,200

１．建 設 改 良 債 1,934,800 7,400 1,942,200

３．国 庫 補 助 金 213,300 7,480 220,780

１．国 庫 補 助 金 213,300 7,480 220,780

支　　 　出

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 備 考

１．資 本 的 支 出 4,141,500 14,960 4,156,460

１．建 設 改 良 費 1,088,601 14,960 1,103,561

１．建 設 改 良 費 783,483 14,960 798,443

目

款

令和７年度  松原市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

（単位：千円） 

目項

資　本　的　収　入　及　び　支　出

（単位：千円） 

款 項

- 4 -



（単位：千円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失（△） △ 170,811

減価償却費 2,427,187

資産減耗費 19,245

賞与引当金の増減額（△は減少） 198

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 42

長期前受金戻入額 △ 802,208

受取利息 △ 48

支払利息及び企業債取扱諸費 364,997

未収金の増減額（△は増加） △ 1,912

未払金の増減額（△は減少） 77,518

小計 1,914,208

利息の受取額 48

利息の支払額 △ 364,997

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,549,259

令和７年度 松原市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出等 △ 647,442

無形固定資産の取得による支出等 △ 277,381

国庫補助金、負担金による収入等 254,225

基金繰入による支出 △ 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 670,600

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入 1,942,200

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 3,047,897

一般会計からの出資金による収入等 339,102

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 766,595

Ⅳ 資金増減額（△は減少） 112,064

Ⅴ 資金期首残高 254,090

Ⅵ 資金期末残高 366,154
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千円 千円 千円 千円

１．

（１）

イ 410,110

ロ 137,497

△ 39,769 97,728

ハ 61,354,112

△ 13,762,281 47,591,831

ニ 803,896

△ 331,818 472,078

ホ 290

△ 276 14

（２）

イ 6,806,368

6,806,368
                                 

施 設 利 用 権

無 形 固 定 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産 合 計 48,571,761

無 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

土 地

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

令和７年度 松原市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和 8 年 3 月 31 日）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産
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千円 千円 千円 千円

（３）

イ 874
                                 

874
                                 

55,379,003
                                                            

２．

（１） 366,154

（２） 300,236

△ 8,261 291,975

658,129
                                                    

56,037,132

     
３．

（１）

イ

26,175,778
                                                    

26,175,778

建設改良費等の財源に

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

負　　　債　　　の　　　部

固 定 負 債

企 業 債

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

投 資 そ の 他 資 産

基 金

投 資 そ の 他 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計
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千円 千円 千円 千円

（２）

イ

2,300,000

2,300,000

28,475,778

４．

（１）

イ

2,841,527
                                                    

2,841,527

（２） 506,665

（３） 6,490

（４）

イ 5,499

ロ 1,061
                                                    

6,560

3,361,242流 動 負 債 合 計

預 り 金

引 当 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

引 当 金 合 計

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

未 払 金

他 会 計 借 入 金 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

建設改良費等の財源に

他 会 計 借 入 金

建設改良費等の財源に

充てるための長期借入金
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千円 千円 千円 千円

５．

（１） 24,794,766

△ 5,612,172

19,182,594

51,019,614

     
６． 5,608,745

７．

（１）

イ 135,435

ロ 7,380

142,815

（２）

イ 734,042

△ 734,042
                               

△ 591,227
                                                  

5,017,518

56,037,132

                                                            

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部

資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

国 庫 補 助 金

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益 合 計
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令和７年度　会計書類に関する注記

Ⅰ．重要な会計方針
１．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産
イ．減価償却の方法

定額法
ロ．主な耐用年数

建物 １５～５０年
構築物 ５０年
機械及び装置 ６～５０年
工具器具及び備品 １５～２０年

（２）無形固定資産
イ．減価償却の方法

定額法
ロ．主な耐用年数

施設利用権 ４５～５０年
２．引当金の計上方法

（１）退職給付引当金
　職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

（２）賞与引当金
　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担
に属する額を計上している。

（３）法定福利費引当金
　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、
当事業年度の負担に属する額を計上している。

（４）貸倒引当金
　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

３．重要なリース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
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４．消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．セグメント情報
報告セグメントが単一のため、記載を省略している。

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
１年内　　　　 ８３６千円
１年超　 １，５８２千円

２，４１８千円

Ⅳ．その他
１．賞与引当金の取崩し

  当事業年度において、期末・勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金５，１１３千円を取り崩すこととする。
２．法定福利費引当金の取崩し

  当事業年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に充てるため、法定福利費引当金９７９千円を取り崩す
こととする。

計
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金 額

１． 2,546,400 14,880 2,561,280

１．企 業 債 1,934,800 7,400 1,942,200

１．建 設 改 良 債 1,934,800 7,400 1,942,200 １．建 設 改 良 債 7,400

３．国 庫 補 助 金 213,300 7,480 220,780

１．国 庫 補 助 金 213,300 7,480 220,780 １．国 庫 補 助 金 7,480

金 額

１． 4,141,500 14,960 4,156,460

１．建 設 改 良 費 1,088,601 14,960 1,103,561

１．建 設 改 良 費 783,483 14,960 798,443 ８．委 託 料 14,960

予　　算　　参　　考　　資　　料

令和７年度　松原市下水道事業会計補正予算（第１号）説明書

計款 項

公共下水道事業債

資 本 的 収 入

説 明
区 分

（単位：千円）

既決予定額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　 　　　　入　

説 明既決予定額 補正予定額 計
節

区 分
款 項 目

補正予定額

資　本　的　収　入　及　び　支　出

下水道全国特別重点調査事業
業務委託

下水道防災事業費補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　 　　　　出　 （単位：千円）

資 本 的 支 出

節
目
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報告第７号 

 

 

令和７年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）専決処 

分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月１７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 
 

 
松 原 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

 

 

                     (第  １  号) 
 

 

－1－



 

 

専決第 ７ 号 

 

 

令和７年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 

令和７年度松原市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０５,０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，０５６，４６０千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

         令和 ７ 年 ５ 月 ３０ 日 専決 

 

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文 

－2－



第 　

入 １８，０９５ ８０５

歳

，０００ ８２３，０９

　

５

歳 　

出

　 入 　 　 合 　 　 計 １３

　

，２５１，４６０ ８０

予

５，０００ １４，０５

　

６，４６０

算　補１ 　正

歳　　入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

５. 諸 収 入

歳

１８，９０５ ８０５，

　

０００ ８２３，９０５

入

３. 雑

－3－



歳　

歳 　 　 出 　 　 合 　 　 計 １３，２５１，

款

４６０ ８０５，０００

項

１４，０５６，４６０

補　正　前　

　

の　額 補　 正　 額

出

計

千円 千円 千円

６. 諸 支 出 金 ９，７００ ８０５，０００ ８１４，７００

２. 繰 上 充 用 金 ８０５，０００ ８０５，０００

－4－



 

 

 

 

                      令 和 ７ 年 度 
 

 
松原市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書 

 

 

（第 １ 号） 
 

 

－5－



出

. 一 部 負 担 金 １０ １０

補

３. 府

正

支 出 金 ９，３３０，９

予

６３ ９，３３０，９６

算

３

４.

事

繰 入 金 １，５４２，７

項

４９ １，５４２，７４

別

９

５.

明

諸 収 入 １８，９０５ ８

細

０５，０００ ８２３，

書

９０５

１

歳　　入　　合　　計

.

１３，２５１，４６０

　

８０５，０００ １４，

総

０５６，４６０

　   括

　 ( 歳　   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 国 民 健

歳

康 保 険 料 ２，３５８，

入

８３３ ２，３５８，８

歳

３３

２

－6－



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

373,026 373

(

,026

 

２.保 険 給 付

歳

費 9,165,557

　

9,165,557

 

国

 

民 健 康 保 険
３. 3,5

 

50,834 3,55

出

0,834
事 業 費 納 付

 

金

)

４.保 健 事 業 費 11

補

9,809 119,8

　

09

　

５.公 債 費 2,5

正

34 2,534

　

６.諸

　

支 出 金 9,700 80

額

5,000 814,7

　

00 805,000

　

７

の

.予 備 費 30,000

　

30,000

　

歳　　

財

出　　合　　計 13,

　

251,460 805

　

,000 14,056

源

,460 805,00

　

0

　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

－7－



入 805,000 80

２

5,000 １.

.

雑 入 805,000

　歳

計 18,095 80

　

5,000 823,0

　

95

入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ５. 諸収入

(項) ３. 雑入

３.雑

－8－



源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) ６. 諸支出金 (項) ２. 繰上充用金

１.繰上充用金 805,000 805,000 805

３

,000 21. 補 償 、

.

805,000 補填金

　

前年度繰上充用金 80

歳

5,000

　

補填

　

及び

出

賠 償 金

(款

計 8

)

05,000 805,

 

000 805,000

６. 諸支出金

(項) ２. 繰上充用金

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財

－9－



 

 

令 和 ７ 年 度 
 

 

 

松原市一般会計補正予算 
 

 

 

（第１号） 
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議案第 ３５ 号 

 

令和７年度松原市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和７年度松原市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０８，０３２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

５１，８０８，０３２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ６ 月 １７ 日 提 出 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 

-2-



第 　

２. 国 庫 補

歳

助 金 １，６６３，８６

　

３ １，８９９ １，６６

出

５，７６２

　

17.

予

寄 附 金 ４１０，３４２

　

５，０００ ４１５，３

算

４２

１

　

. 寄 附 金 ４１０，３４

補

２ ５，０００ ４１５，

１ 　

３４２

正

18. 繰 入

歳

金 １，３０６，２６０

　

５６，３１０ １，３６

　

２，５７０

入

２. 基 金 繰 入 金 １，２７１，６２８ ５６，３１０ １，３２７，９３８

19. 諸 収

 

入 ２２３，１９６ ４４，８２３ ２６８，０１９

５. 雑 入 １６３，９１４ ４

款

４，８２３ ２０８，７

項

３７

歳

補

　 　 入 　 　 合 　 　 計 ５

　

１，７００，０００ １

正

０８，０３２ ５１，８

　

０８，０３２

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

14. 国 庫

歳

支 出 金 １３，９１１，

　

３２０ １，８９９ １３

入

，９１３，２１９

-3-



歳　

０ ３，５１５，９５２

款

３. 民 生 費 ２９，

項

５８８，５０５ １，９

補

３６ ２９，５９０，４

　

４１

３

正

. 生 活 保 護 費 ６，９４

　

３，９５６ １，９３６

前

６，９４５，８９２

　

　

の

４. 衛 生 費 ３，０７

　

２，４６２ ４１，０７

額

２ ３，１１３，５３４

補

１. 保

　

健 衛 生 費 １，１０５，

 

４５６ ４１，０７２ １

正

，１４６，５２８

　 

７. 消 防 費 １，５３６

額

，０９５ ２，７９５ １

出

計

，５３８，８９０

千

１. 消 防 費

円

１，５３６，０９５ ２

千

，７９５ １，５３８，

円

８９０

千

８. 教 育 費

円

４，９４７，２５３ １，２２９ ４，９４８，４８２

１. 教 育 総 務 費 １，０８０，７３１ １，２２９ １，０８１，９６０

歳 　 　

２

出 　 　 合 　 　 計 ５１，

.

７００，０００ １０８

総

，０３２ ５１，８０８

務

，０３２

費 ５，０１０，９８９ ６１，０００ ５，０７１，９８９

１. 総 務 管 理 費 ３，４５４，９５２ ６１，００
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令 和 ７ 年 度 

 

 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 

 

 

（ 第 １ 号 ） 

 

-5-



出

譲 与 税 １９３，０００

補

１９３，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 ６７，０００ ６７

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 １

項

６０，０００ １６０，

別

０００

明

５. 株 式 等 譲 渡 所 得 割

細

交 付 金 １９０，０００

書

１９０，０００

１

６. 法 人 事 業

.

税 交 付 金 ３１４，００

　

０ ３１４，０００

総

７. 地 方 消

　

費 税 交 付 金 ２，９８９

 

，０００ ２，９８９，

 

０００

 

８. 環 境 性 能 割 交 付 金

括

５５，０００ ５５，０

　

００

９

 

. 地 方 特 例 交 付 金 １０

(

６，０００ １０６，０

 

００

1

歳

0. 地 方 交 付 税 ９，１

　

４０，０００ ９，１４

 

０，０００

 

11. 交 通 安 全 対

 

策 特 別 交 付 金 １３，５

入

００ １３，５００

 

12. 分 担

)

金 及 び 負 担 金 ２３４，

款

３８６ ２３４，３８６

補

13.

正

使 用 料 及 び 手 数 料 ５６

前

３，４２０ ５６３，４

の

２０

1

額

4. 国 庫 支 出 金 １３，

補

９１１，３２０ １，８

正

９９ １３，９１３，２

額

１９

1

計

5. 府 支 出 金 ４，８７０，２１５ ４，８７０，２１５

16. 財 産 収 入 １８３，６２６ １８３，６２６

17. 寄 附 金 ４１０，３４２ ５，０００ ４１５

千

，３４２

円

18. 繰 入 金 １，３

千

０６，２６０ ５６，３

円

１０ １，３６２，５７

千

０

円

１. 市 税 １

歳

５，８９９，３３５ １

入

５，８９９，３３５

歳

２. 地 方

-6-



前

１，７００，０００ １

の

０８，０３２ ５１，８

額

０８，０３２

補 正 額 計

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ２２３，１９６ ４４，８２３ ２６８，０１９

20. 市 債 ８７

款

０，４００ ８７０，４

補

００

歳

正

　　入　　合　　計 ５

-7-



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

344,952 344

(

,952

 

２.総 務 費 5

歳

,010,989 61

　

,000 5,071,

 

989 56,310 4

 

,690

 

３.民 生 費 2

出

9,588,505 1

 

,936 29,590

)

,441 968 968

補　

４.衛 生 費 3,072

　

,462 41,072

正

3,113,534 4

　

1,072

　

５.産 業 経

額

済 費 700,880 7

　

00,880

　

６.土 木

の

費 3,071,850

　

3,071,850

　

７

財

.消 防 費 1,536,

　

095 2,795 1,

　

538,890 931

源

1,864

　

８.教 育 費

　

4,947,253 1

内

,229 4,948,

　

482 880 349

　

９

訳

.公 債 費 3,377,

款

014 3,377,0

補

14

 

10.予 備 費 50

正

,000 50,000

 前

歳　　出　　合　　

 

計 51,700,00

の

0 108,032 51

 

,808,032 1,

額

899 57,190 4

補

8,943

　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

-8-



２.民 生 費 66

２

6,951 968 66

.

7,919 １.

　

社 会 福 祉 費 968 生活

歳

困窮者就労準備支援事

　

業費等

　

国 庫 補 助 金 補 助

入

金

６.消 防 費 931 931 １.消 防 費 931 消防団設備整備費補助金

国 庫 補 助 金 補 助 金

(款) 14. 国庫支出金

計 1,663,863 1,899 1,665,762

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金

-9-



000 5,000 15,000 １.企 業 版 5,000

ふるさと納税 ふるさと納税

寄 附 金 寄 附 金

計 410,342 5,000 415,342

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 17. 寄附金

(項) １. 寄附金

３.企 業 版 10,

-10-



まち・ 56,310 56,310 １.松原市まち・ 56,310

ひと・しごと ひと・しごと

創 生 基 金 創 生 基 金

繰 入 金 繰 入 金

(款) 18. 繰入金

計 1,271,

目

628 56,310 1

補

,327,938

正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 18. 繰入金

(項) ２. 基金繰入金

12.松原市

-11-



00 44,823 208,723 １.雑 入 44,823 リーディングDXスクール事業委託費 880

雑入 43,943

計 163,914 44,823 208,737

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 163,9

-12-



区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) ２. 総務費 (項) １. 総務管理費

７.企 画 費 594,751 61,000 655,751 5

３

6,310 4,690

.

18. 負担金、 61,

　

000 負担金 松原市移

歳

住定住促進事業

　　

補助及び 松原市地域活

出

性化事業（大阪

(款

交 付 金 ・関西万博関連

)

） 61,000

 ２

計 3,

.

454,952 61,

 

000 3,515,9

総

52 56,310 4,

務

690

費

(項) １. 総務管理費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源

-13-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

生 活 保 護 223,05

款

6 1,936 224,

)

992 968 968 1

 

2. 委 託 料 1,936

３

その他委託料 生活保護

.

事務事業 1,936

 民

総 務 費

生費

計 6,94

(

3,956 1,936

項

6,945,892 9

)

68 968

 ３. 生活保護費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-14-



２.予 防 費 456,152 41,072 497,224 41,072 10. 需

(

用 費 169 印刷製本費

款

予防接種事業 41,0

)

72

 

12. 委

４

託 料 40,903 その

.

他委託料

 衛

計 1,105

生

,456 41,072

費

1,146,528 4

(

1,072

項) １. 保健衛生費

(款) ４. 衛生費 (項) １. 保健衛生費
-15-



一般財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.非 常

(

備 48,192 2,7

款

95 50,987 93

)

1 1,864 17. 備

 

品購入費 2,795 器

７

具購入費 非常備車両等

.

資機材管理事業

 消

消 防 費 2,795

防費

計 1

(

,536,095 2,

項

795 1,538,8

)

90 931 1,864

 １. 消防費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源

-16-



２.事 務 局 費 309,146 349 309,495 349 １. 報 酬 210 委員

(

報酬 新しいまつばらの

款

学校づくり

)

８

 

. 旅 費 13 費用弁償 審

８

議会事業 349

. 

11. 役 務 費 22 通

教

信運搬費

育

12

費

. 委 託 料 104 その他

(

委託料

項

３.教

)

育推進費 765,97

 

6 880 766,85

１

6 880 ７. 報 償 費 3

.

30 報償金 情報教育推

 

進事業 880

教育

８. 旅 費 117 普通旅

総

費 65

務

特別旅費

費

52

(

10. 需

款

用 費 114 消耗品費

) 

18. 負担金、

８

319 負担金

.

補

 

助及び

教

交 付 金

育費

計

(

1,080,731 1

項

,229 1,081,

)

960 880 349

 １. 教育総務費
-17-



給    与    費    明    細    書
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職 員 数
報    酬 給    料 期末手当 地域手当 その他の 計

共 済 費 合   計 備  考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） 手当  （千円） （千円） （千円） （千円）

長  等
4 41,635 20,984 4,997 30,000 97,616 10,346 107,962

議  員
18 136,390 62,652 199,042 36,259 235,301

その他
1,786 154,663 154,663 154,663

計
1,808 291,053 41,635 83,636 4,997 30,000 451,321 46,605 497,926

長  等
4 41,635 20,984 4,997 30,000 97,616 10,346 107,962

議  員
18 136,390 62,652 199,042 36,259 235,301

その他
1,779 154,453 154,453 154,453

計
1,801 290,843 41,635 83,636 4,997 30,000 451,111 46,605 497,716

長  等

議  員

その他
7 210 210 210

計
7 210 210 210

比  較

区　    　分

１． 特    別    職

給     与     費     明     細     書

補正後

補正前

給 与 費
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令 和 ７ 年 度 
 

 
松 原 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 

 
(第 １ 号) 

 

-1-



 

 

議案第 ３６ 号 

 

 

令和７年度松原市後期高齢者医療特別会計補正予算  (第１号 ) 
 

 

 

令和７年度松原市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，９８２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３７１，９０３千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

令和７年６月１７日提出  

 

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文 
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令 和 ７ 年 度 
 

 
松原市後期高齢者医療特別会計補正予算に関する説明書 

 

 
(第 １ 号) 
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議案第３７号 

 

 

松原市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す 

る条例制定について 

 

 

 松原市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成２年条例第１１号） 

 

の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年６月１７日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 
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松原市条例第  号 

 

松原市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

松原市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成２年条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「第１５条の３第１項」を「第１５条の４第１項」に改める。 

第１５条の４を第１５条の５とする。 

第１５条の３第１項中「請求又は申出（次条において「請求等」という。）」

を「請求等」に改め、同条を第１５条の４とし、第１５条の２の次に次の１条を

加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１５条の３ 任命権者は、松原市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条

例第４号）第２３条第１項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申

出をした職員（以下この項において「申出職員」という。）に対して、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

（１） 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において

「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措

置 

（２） 出生時両立支援制度等の請求又は申出（以下「請求等」という。）に

係る申出職員の意向を確認するための措置 

（３） 松原市職員の育児休業等に関する条例第２３条第１項の規定による申

出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因

して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職

業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る

申出職員の意向を確認するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対象

職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

（１） 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において

「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措

置 

（２） 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するため

の措置 

（３） 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員

の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生

活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象

職員の意向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項

の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、

この条例による改正後の松原市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第

１５条の３第２項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることがで

きる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定

により講じられたものとみなす。 



議案第３８号 

 

 

松原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に 

ついて 

 

 

 松原市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第４号）の一部を改正す 

 

る条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年６月１７日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 
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松原市条例第  号 

 

松原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

松原市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１９条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「（以下「定年前再任用

短時間勤務職員等」という。）」を削り、「を除く」の次に「。次条において同

じ」を加える。 

第２０条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

  育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規

定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、３０分を単位

として行うものとする。 

第２０条第２項及び第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条

の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第２０条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条

第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１

時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、

それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

（１） １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合

であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該

勤務時間の時間数 

（２） 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２０条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４

月１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条

例で定める時間） 

第２０条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基

準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める時間とする。 

（１） 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

（２） 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０

を乗じて得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２０条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者

が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２

項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより
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同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同

項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると

任命権者が認める事情とする。 

第２１条中「職員が」の次に「育児休業法第１９条第１項に規定する」を加え

る。 

第２２条を次のように改める。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第２２条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２項

の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行

の日から令和８年３月３１日までの間における部分休業の承認の請求をする場

合におけるこの条例による改正後の松原市職員の育児休業等に関する条例第 

２０条の４の規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とある

のは「３８時間４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 



議案第３９号 
 
    

財産取得について（救急自動車等） 
 
    
 次の財産を取得する。 
 
 

記 
 
 
１ 財産の名称  救急自動車・高度救命処置用資機材 
 
 
２ 取 得 価 格  ６３，６９０，０００円 
          内訳（１）救急自動車      ２台 ３９，９３０，０００円 
             （２）高度救命処置用資機材 ２組 ２３，７６０，０００円 
 
 
３ 取得の相手方  （１）救急自動車 
            大阪市西区立売堀３丁目１番１号 
             大阪トヨペット株式会社 

（２）高度救命処置用資機材 
            神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 
             日本船舶薬品株式会社 
 
 
 

令和７年６月１７日提出 
 
 

松原市長  澤  井  宏  文 
 
 
 
 



議案第４０号 
 
    

町の区域の変更について 
 
    
 地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、本市内の町の区域を次のとおり変 
 
更する。 
 
 

記 
 
 
１ 三宅西五丁目の区域を、別図の斜線部①で示す区域を加え、別図の斜線部② 

 

で示す区域を除いた区域に変更する。 
 
２ 三宅西六丁目の区域を、別図の斜線部①で示す区域を除き、別図の斜線部② 

 

で示す区域を加えた区域に変更する。 
 
３ 三宅西七丁目の区域を、別図の斜線部③で示す区域を加えた区域に変更する。 

 

４ 天美東三丁目の区域を、別図の斜線部③で示す区域を除いた区域に変更する。 
 
 

令和７年６月１７日提出 
 
 

松原市長  澤  井  宏  文 
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